
政
令
第
三
百
三
十
八
号

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

理
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十

一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
第

一
号
の
情
報
成
果
物
及
び
役
務
を
定
め
る
政
令

第
二
条
を
削
る
。

第
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法



律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
第
八
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
成
果
物
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る

役
務
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

運
送

二

物
品
の
倉
庫
に
お
け
る
保
管

三

情
報
処
理

第
一
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

（
下
請
中
小
企
業
振
興
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

下
請
中
小
企
業
振
興
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

受
託
中
小
企
業
振
興
法
施
行
令

第
一
条
中
「
下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
」
を
「
受
託
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
」
に
、

「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
下
請
振
興
関
連
保
証
及
び
特
定
下
請
連
携
事
業
関
連
保
証
」
を
「
振
興
事
業
関
連
保
証
及
び
特
定



連
携
事
業
関
連
保
証
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
下
請
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
関
連
保
証
」
を
「
受
託
中
小
企
業
取
引
機
会
創
出
事
業
関
連

保
証
」
に
改
め
る
。

（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
」
を
「
製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対

す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
第
十
四
号
及
び
第
十

六
条
第
三
号

二

卸
売
市
場
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
八
号

三

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
百
四
十
一
号

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
下
請
中
小
企
業
振
興
法
」
を
「
受
託
中
小
企
業
振
興
法
」
に
、
「
下
請
事
業
者
等
」
を

「
中
小
受
託
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
九
条
第
七
号
及
び
第
百
五
十
七
条
第
三
号
中
「
下
請
関
係
」
を
「
受
託
取
引
に
係
る
関
係
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中
小
企
業
経
営
支
援
分
科
会
の
項
中
「
下
請
中
小
企
業
振
興
法
」
を
「
受
託
中
小
企
業
振
興
法
」

に
、
「
第
二
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


